
 
入所・短期療養介護利用 重要事項説明書 

 
１．施設の概要 

 （１）施設の名称 
   ・施設名        介護老人保健施設 ドミール南陽 
   ・開設年月日      平成 ８年 ４月 ３日 
   ・所在地        山形県南陽市椚塚９４０ 
   ・電話番号       ０２３８－４０－３８８８ 
   ・ファックス番号    ０２３８－４０－３８９９ 

   ・管理者名       施設長 阿部 ひろみ 
   ・介護保険指定番号   ０６５１９８０００５号 
   ・実施主体       社会医療法人 公徳会 
 
 （２）介護保健施設サービス 
    当施設でのサービスは、どの様な介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるか

という施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職
員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・利用者の身元を保証できる者（以下「保証人」
という）の希望を充分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 
   ◇医療：介護老人保健施設は、入院治療の必要のない程度の要介護者を対象としています。 
       医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして、適切な医療・看護を行

います。 
   ◇機能訓練：原則として機能訓練室にて行いますが、施設内での全ての活動が機能訓練であり、リハ

ビリテーション効果を期待したものです。 
   ◇生活サービス：施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者

の立場に立って運営しています。 
 

    当施設では、４つの役割と機能を充実させるために、社会医療法人公徳会 介護老人保健施設ドミ
ール南陽の理念と基本方針を定めています。 

 
     【 理念 】 
      ・ 愛のある医療・福祉 
      ・ 良識に基づいた医療・福祉 

      ・ 公正、公平な医療・福祉 
     【 基本理念 】 
      ・ 良識な医療・福祉の提供に努めます 
      ・ 患者様、利用者様中心の医療・福祉を行います 
      ・ 地域に立脚した医療・福祉を行います 
      ・ 安全で安心と満足の得られる医療・福祉を提供します 

      ・ 保健、医療、福祉の幅広い視点に立って健康を考えます 
 
  （３）施設の職員体制（基準人員以上を配置しています） 
    ＜入所・短期入所療養介護＞ 令和７年４月１日現在 

① 管理者（医師）  常勤１名 非常勤４名 事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に 
行うと共に利用者の医学的管理に当たる。 

                  (各予防を含む短期入所生活介護事業所及び通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと兼務) 
② 作業(理学･言語)療法士 ２名以上 利用者のリハビリテーション業務に当たる。 

(訓練･指導･援助。各予防を含む短期入所生活介護事業所及び通所ﾘﾊ 
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと兼務) 

③ 薬剤師      （委託）調剤業務に当たる。 
④ 看護職員     １４名以上  看護業務に当たる。(傷病者の処置及び看護) 
⑤ 介護職員     ３３名以上  介護業務に当たる。(日常生活全般における介護) 
⑥ 支援相談員     ２名以上   支援相談業務に当たる。(利用及び処遇の支援調整) 
⑦ 介護支援専門員  専任１名 看護介護職と兼務６名 介護支援専門員業務に当たる。 

（介護認定調査及びケアプランの作成） 
⑧ 管理栄養士 １名以上 食事提供業務に当たる。（栄養管理及び栄養指導とケアプランの作成） 



⑨ 事務職員  ２名以上 必要な事務を行う。介護報酬及び利用料の請求・会計事務・施設管理） 
    ⑩調理職員    （委託）食事等の調理を行う。 
    
  （４）営業日及び休日 

     介護老人保健施設（入所療養介護・短期入所療養介護・予防短期入所療養介護） 年中無休 
 
  （５）入所定員等  ・定員 １４０名（短期療養含む） 
            ・居室 「個室１６室」「２人室４室」「３人室１２室」「４人室２０室」 
 
２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 
 ② 栄養管理・栄養ケアプランの立案 
 ③ 食事（食事は原則として食堂でお摂りいただきます。） 
      朝食   ７時３０分から 
      昼食  １２時００分から 
      夕食  １８時００分から 

 ④ 入浴（一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最
低２回ご利用いただきます。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

 ⑤ 医学的管理・看護 
 ⑥ 介護（退所時の支援も行います。） 
 ⑦ 機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

⑧ 相談援助サービス 
⑨ 口腔衛生の管理サービス 
⑩ 理美容サービス 
⑪ 行政手続代行 

 ⑪ その他 
 ＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、

別途ご相談下さい。 

 
３．協力医療機関等 
  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、 
  速やかに対応をお願いするようにしています。 
 
  ・協力医療機関 

     ・名 称 ： 公立置賜南陽病院 
     ・住 所 ： 南陽市宮内１２０４ 
 
  ・協力歯科診療所 
     ・名 称 ： 斎藤歯科医院 
     ・住 所 ： 南陽市宮内２９４５ 
 
４. 事故発生時の対応 
    利用者に対するサービス提供等により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じます。利用者 

の家族等に連絡を行うと共に、県及び市町村及び利用者のご家族などにご連絡をさせて頂きます。又、 
施設医師の医学的判断により専門的な医療下での治療が必要と判断された場合は、協力医療機関や専門 
的機関での診療を依頼します。 

    ◇緊急時の連絡先 ： 緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡致します。 
 
５．施設利用に当たっての留意事項 
 ① みだりに他の居室・診察室・ステーション等に出入りせぬようお願いします。 
 ② 消灯時間は午後９時です。消灯後の居室内での談話やテレビ等の視聴はご遠慮下さい。 
 ③ 外出、外泊は治療・療養との兼ね合いがありますので、前もって担当職員に申し出て下さい。 

   また、外出、外泊からお戻りになる時間はお守り下さい。 
 ④ 貴重品の管理には充分お気を付け下さい。必要以外の金銭及び貴重品はなるべくお持ちにならないよ

うにして下さい。事務室及び各ステーションでのお預かりも致しておりません。 
 ⑤ 入居者が他科の外来におかかりになる際は、必ず担当職員にお申し出下さい。 
 ⑥ ライター・刃物等の危険物の持込はご遠慮下さい。（当施設内禁煙） 



 ⑦ 他の入所者の迷惑になるような行為はお慎み下さい。 
６．非常災害対策 
  ・防災設備 ： スプリンクラー、消火器、消火栓、防火戸、防火シャッター、 

災害バルク非常発電機 

  ・防災訓練 ： 年２回 
 
７．感染対策  委員会を設置し月 1 回の会議の開催、年 2 回の訓練実施 
 
８．認知症研修 
  介護に直接携わる職員の医療･福祉関係の資格を有さない者について認知症介護に関わる基礎的な研修

を受ける事の出来る体制の整備を行います。・採用時研修 採用後 1 年以内 ・継続研修 年 1 回以上 
 
９．禁止事項 
  ・当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動」は禁止します。 
  ・見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の同意を 

得て下さい。又、無断でＳＮＳ等に掲載する事を禁じます。 
 
１０．要望及び苦情等の相談 
  当施設には、支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。 
  （電話 ０２３８－４０－３８８８） 
  要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応致しますが、玄関に備え付け

られた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 
 
１１．介護保険証の確認 
  ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 
 
１２．利用料金（支払い等） 

   ①別紙、料金表のとおり。ただし一定以上所得の方は２割～３割負担になります。 
    又、認知症専門棟入所対象者は、別途１日７６円請求させていただきます。 
   ②支払い方法 
   ・お支払い方法は口座振替とさせて頂きますので、ご希望する金融機関をお申し出下さい。 
   ・請求書は本契約第５条の１項に基づき利用者及び保証人、又は指定された送付先に対し毎月１５日

前後に、前月分の請求書を発行します。毎月２７日(土日祝祭日の際は翌営業日)にご指定頂きまし

た口座より振替させて頂きます。振替のご確認ができ次第領収書を発行いたします。 
   ・振替日に振替が出来なかった場合は、施設窓口へ現金でお支払い下さい。 
   ・その他のお支払い方法につきましては、ご相談下さい。 
 
１３．その他 
   ・当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 
   ・施設内で行われる基準上必要な各会議において感染症予防や他職種連携促進の観点から、テレビ電

話装置等を用いて行う場合もございます。 
   ・利用者及びご家族からハラスメント行為などにより健全な信頼関係を築く事が出来ないと判断した 

場合は、サービス中止や契約を解除する場合もございます。 
令和   年   月   日 

施設サービスの提供開始に当たり、契約者に対して契約書及び本書面に基づき重要な事項を説明しました。 

【事業所名】 社会医療法人公徳会 介護老人保健施設ドミール南陽 
【所在地】 〒999-2221 山形県南陽市椚塚９４０ 
【説明者】 氏名             （職種： 支援相談員 ） 
 

私は、契約書及び本書面により事業所から施設サービスについての重要事項の説明を受け同意しました。 

  〒（    －     ）※自署にてご記入下さい 
【住 所】 

 

【氏名及び続柄】                            

 



【個人情報保護に関する当法人の基本方針】 

 

 当法人は地域に立脚した医療・介護機関として、良質な医療・介護の提供が出来るように努

めております。患者さま・利用者さまに良質な医療・介護を提供させて頂くためには、診療・

介護上必要な情報を提供して頂くことが不可欠です。そこで当法人は、安心して情報を提供し

て頂くため、お預かりした個人情報を安全に守ることを強く認識し、以下の個人情報保護に関

する基本方針に基づき、職員一体となって適切な取り扱いを実施いたします。 

 

 

 

１．個人情報の取り扱いについては、患者さま・利用者さまのご本人の意思を 
尊重します。 

 

２．個人情報保護に関する法令・ガイドライン及び当法人規定を遵守し、 

患者さま・利用者さまの情報を適切に管理します。 

 

３．個人情報の収集目的及び利用範囲を患者さま・利用者さまにあらかじめ 

明示します。 

 

４．患者さま・利用者さまの個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、 

破損、改ざん及び漏えいの予防に努めます。 

 

５．業務の一部を外部の施設等に委託する場合には、信頼のおける施設等を選択 

すると同時に、個人情報が不適切に扱われないように契約を交わします。 

 

   ６．個人情報保護の遵守規定を徹底させるために教育活動及び監査を実施し、 

     継続的な見直し及び改善に努める。 

 

 

                          平成２７年８月 1 日  

社会医療法人 公徳会 

      理  事  長 

                

 
 
 
 
 



個人情報の取扱について（ドミール南陽） 

 

 個人情報を次の場合を除き、本来の目的の範囲を超えて利用いたしません。 

診療や介護のために利用するほか、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設と

の連携等のために、個人情報を利用することがあります。 

 

 

 

 利用目的の詳細は以下の通りです。 

 

 ① 当施設で利用者様等に提供する介護や、医療のための利用。 

 ② 介護保険サービス利用のための市町村、居宅介護支援事業所その他の介護保険事業者などへの 

  情報提供。 

 ③ 入退所等の居室管理、会計、経理、安全確保、事故等の分析・報告等の管理運営上の利用。 

 ④ 他の医療機関との連携、他の医療機関等からの紹介への回答、外部の医師等の意見・助言を求 

  めるための利用。 

 ⑤ 利用者様への介護及び医療の提供のため、検体検査等の業務を委託するための利用。 

 ⑥ 利用者様への介護サービス提供に際して、ご家族等へのケアプラン説明等を行うための利用。 

 ⑦ 介護保険の審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答等、

介護保険事業上の利用。 

 ⑧ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料、医療専門職らの実習生の学習への 

  協力、当施設における症例研究や発表・教育・研修等のための利用。（但し、症例発表の場合  

 は、利用者様の個人名は使用いたしません。） 

 ⑨ 施設管理に係わる外部評価機関における評価のための閲覧等、施設運営上の利用。 

 ⑩ 介護及び医療行政等に係わる統計・調査や保健所等の公的機関に対する保健医療及び公衆衛生 

  上の報告等の公益目的のための利用。 

 ⑪ 行政機関による指導監査への対応、裁判所等の命令による情報提供や感染予防法等の法令に基 

  づく利用。 

 ⑫ 地区内や関係施設及び諸団体へ配布する「広報紙こうとく」への利用者様らのレクリエーション

風景などの写真掲載。 

   また、研修や養成及び体験学習の目的で医療専門職らの学生等が介護・看護・処置などに同席 

  する場合があります。但し、利用者様のプライバシー等は十分配慮いたします。 

 

 

 

 上記に関しては、施設利用時にご了解をもって、情報の取得及び利用にご同意いただいたものと判断させ

ていただきます。また、既に施設への入所などご利用の方につきましては、この掲示をお読みいただいたこ

とによりご同意いただけたものといたします。尚、上記利用についてもご意志に反する場合はお申し出て下

さい。 

 

 また、上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、個別に利用者様からの同意を得た上で利用いたしま

す。 

 

平成２７年 ８月 １日 

 

当施設の個人情報のお問い合わせ先   支援相談員 

 
 



個人情報使用同意書 
 

私(利用者及び扶養者)の個人情報については、次に定める条件で、必要最小限の範囲で使用することに同意

します。 

（1）使用目的   

別紙に定める利用目的「個人情報の取り扱いについて」への記載の通り 

 

（2）使用にあたっての条件 

   ①個人情報の提供は（1）に記載目的の範囲内で必要最低限にとどめ、情報提供の際には関係者以外に 

    は決して漏れる事のないように細心の注意を払うこと。 

   ②事業所は、個人情報を使用した会議・出席者・内容等について記録しておくこと。 

 

（3）個人情報の内容 

   ①氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況、その他の利用者や家族に関する個人情報 

   ②認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見（認定結果通知書） 

   ③その他の情報 

 

（4）使用期間 

令和  年  月  日から当事業所の契約終了日まで 

   ＊但し、退所後繰り返し施設ご利用の場合は、利用約款の内容改定が行われない限り、当初の同意書 

をもって取り扱いできるものとする。 

 

同意する    同意しない 

 

＜肖像権について＞ 

 当法人並びに施設のホームページ・パンフレット・施設内研究及び研修・掲示物・広報誌などにおい 

て、ご利用者様の映像や写真を使用させていただきたい場合がございます。使用につきまして以下に 

○をご記入下さい。 

同意する    同意しない 
 

令和   年   月   日 

社会医療法人公徳会 

介護老人保健施設ドミール南陽 

理事長 佐藤 忠宏殿 

管理者 阿部ひろみ殿       ※代筆可能 

（利用者氏名）                 

 

   ※自署記入 

（扶養者氏名）           (続柄)       


